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帝国主義段階と農業問題

一一大内力著『農業経済学序説』への批判的覚え書一一

河西 勝

十九世紀末葉に工業関税政策と共に導入され，さらに二十世紀初頭に一段

と強化された，いわゆる古典的帝国主義の時代におけるドイツの農業関税政

策は，帝国主義に対する大土地所有者を始めとする農村諸階級の位置，ある

いはまたこの時代における資本主義の農業問題に対する関係ないし対応策を

総括的に示すものとして，資本主義の「最高」の発展段階としての帝国主義

の重要な側面を規定すると言ってよし、。従ってこの点における農業関税政策

の具体的な理論的分析は，1関税政策とダンピングJI植民地の領有と資本の輸

出」が重工業を生産力的基盤に組織的独占体として形・成される金融資本を基

礎とするものとして，それに対する理論的規定が「段階論」としての帝国主

義論を基本的に構成するとするならば，これを「補足」する農業の「段階論

的解明」を意味するものに他ならなし、。そしてそれは，こうした「段階論」

的規定が，第一次大戦以降の農業問題をもひとつの重大な構造上の難問と

して含んでいる現代資本主義の「歴史的位相」を確定するための「方法的基
注1)

準」をなす，という点を考慮するならば，今日のわれわれによって極めて重

要な経済学上の課題であると言わなければならないであろう。

大内力氏の『農業経済学序説J(l970年時潮社刊，以下引用に際しては『序
注2)

説』と略記する)は，実際に既にこの課題に応じた代表的な労作であるが，

ここで展開されている帝国主義段階における農業問題の把握や農業関税政策

の意義については，われわれは根本的な点で、いくつかの疑問を抱かざるを得

ない。従って以下の小稿ではその点を明らかにしつつ，われわれ自身で若干

の試論を提起することにしたい。
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注1)帝国主義段階論と現代資本主義分析との方法論的関連については，降旗節雄教授

の「帝国主義論の史的展開』および「宇野理論と現代資本主義分析の方法J(r宇

野弘蔵をどうとらえるか」所収)を参照せよ。

注2)戦後のわが国における農業問題に関する「段階論的研究」に関しては，佐伯尚美

稿「農業問題の方法論J(経済学全集151"農業経済論」別冊〉で簡潔に紹介されて

L 、る。参照せよ。

1 農業政策と社会政策

この農業関税政策に関する大内氏の理論的規定について，まず、問題となる

のは，氏がそれを他の「さまざまの農業保護政策」と一括されるものとして

「帝国主義段階に特有な社会政策の一環となる。Jcr序説~265頁〉とされてい

ることである。

だが農業関税政策は「社会政策の一環となるJとするわけにはし、かなし、。

いうまでもなく，また大内氏も認められるように，r社会政策Jとは，十九世
紀末に顕著に現われた「独占資本の成立と慢性不況」による「社会的矛盾」

の「拡大」のもとで，増大する「社会主義の勢力」に対抗して，賃金労働者

を保護しようとする，資本主義国家の政策として始まったものである。それ

に対して，この農業政策は，中心的には，徹頭徹尾それ自身支配階級である

とともにまたもともと反社会主義的なユンカー等の大土地所有者による激し

い要求に基づくのであり，基本的には大地主階級を保護する政策なのであ

る。また1895年の「国の出資」による「プロイセン協同組合・中央金庫」の設

立は，この時期の農民保護政策を代表するものといってよいが，これはほん

らいは，激化した「農業危機」を背景とする農民層の政治化に対して新しく

展開されるようになった，中層=農民政策の具体化であった。これらは，社

会保険法を支柱とする社会立法に基づく何よりも労働者対策(労働者階層の

社会的同権化〕としてあった「社会政策」とは，明確に区別されなければな

らないものなのである。

たしかに，r社会政策のなかでは，中小生産者保護が労働者保護とならんで

重要な地位をしめていたJC同〕ことは事実である。だがそれは，r種々の副業
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をもっ過小農経営および小経営が多数を占めているというドイツ農業構造の

特質からJ，農業労働者，家族労働力，経営者等の厳格な区別があまり問題と

されずに「統計上農民として把握されているものの大部分が，社会保険を享

受するとL、う結果になった。J(H・ハウスホープァー著・三好正喜・祖国修

訳『近代ドイツ農業史j199頁〉とし、うだけのことである。要するに資本主義

国家は，これらの農業政策によって，1社会政策」が課題とするものとは異な

る，資本主義にとって固有な農業問題をこそ問題とせざるを得なくなったこ

とが重要なのである。

大内氏が農業保護政策は「社会政策の一環」であるとされる根拠には，①

それが実質的には，ユンカ一等の大地主階級を保護することはできず，結果

的に「農民保護政策の色彩を強めてくるJ(r序説j261頁〉ということ，そして

②この農業保護政策=実は農民保護政策の強化は，1農民を独占資本の側にひ

きつけ，これを社会主義勢力にたいする防波堤たらしめるJ(同245頁〕点に

根本的な意義があるということ，がある。まず、②については次のように言わ

れる。「農民や中小企業はほんらいプチ・ブ、ルジョアであり，一方で資本の収

奪をうけるかぎりにおいては反資本主義たりうるとしても，小生産手段の所

有者であり同時に小商品販売者であるかぎりにおいては，むしろ反社会主義

であり，資本主義体制に親近感をもっている。とくに農民は，ほんらい保守

的・守旧的であるだけに，体制側からはもっとも利用価値があったといえよ

うJ(同265頁〉と。「労働〔者〕階級は，もちろん各種の保護政策によって，

とくにその上層部を穏健化し懐柔することはできるとしても，その階級的地

位からいって本質的に反資本主義的であJ(同〉り，それに対して「農民や中

小企業」は，1むしろ反社会主義であり，資本主義体制に親近感をもってい

る」ということが，どれ程に一般的に言いうることかは疑問として措かなけ

ればならなし、。だが実際に，当時のドイツでは，東エノレベのユンカーを中心

に西・南部ドイツのかなりの一般農民層が，高度農業保護関税を要求して，

「農業者同盟J(1893年〉に結集した場合には，反共イデオロギーがひとつの支'

柱になっていた。(これは実は社会民主党が，一切の農業保護政策に反対し，
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農村の徹底的な資本主義的分解を前提とする土地の社会化を要求するという

マノレクス主義的原則貫徹のもとに，実際的には，レ{ニンのいわゆるr<労働
貴族>の層」の小ブルジョア的利害を代弁していたことに対応するものであ

って，極めて具体的なー十九世紀末葉のドイツに特有なというべきー農民層

と労働者階級の利害対立に根本的な根拠があったのであるが〉。また帝国政

府による中層=農民政策の展開は，特に1893年の帝国議会選挙の結果によっ

て，r社会政策」によっても，政府は工業労働者を社会民主党の影響から切離し
得ないことがはっきりしてきたが故に，労働者よりもむしろ農民を積極的な

国家の支持者として，r社会主義勢力にたいする防波堤たらしめ」ょうとする

明確な意図をもっていたこともたしかである。だがこのように農民保護政策

の強化が社会主義運動の勢力伸長に対する対抗策であったということが，r社
会政策のなかでは，中小生産者保護が労働者保護とならんで重要な地位をし

めていた」ことに確証を与えるものではなし、。それは，逆は必ずしも真なら

ず¥とし、う命題を思い出すだけで十分ではないだろうか。事実農民政策とし

ての国家的な農業保護が国家的社会政策に還元しえないことは，当時，労働

者階級の利害を代表する社会民主党が，後者の徹底化を要求する反面では，

前者に対しては，労働者階級の生活を悪化させるものであるとして頑強に反

対した事実を確認するならば，簡単に明証をうることができるのである。

つぎに①については大内氏は次のように言われる。「農業保護政策は…もち

ろんそれは直接的にはたんなる農民保護政策ではなく，同時にユンカーによ

守て代表される地主保護政策でもあった。というよりは，さしあたりは地主

が農民層を背景におきつつ，みずからが農業の利害の代表であるかのように

ふるまいながら政治の舞台にあらわれてくるのである。しかし，だからとい

ってこう L寸政策が地主のための政策で、あり，農民にたいしては敵対的であ

ったとはかならずしもいえなし、。地主層は政治的発言力が大きかっただけに

代表たる地位は占めていたとしても，全体としてみれば，衰退，解体しつつ

ある存在だったのであり，やがて帝国主義の農業政策がいっそう拡大，強化

される過程では，それはむ1.ろ地主層を積極的に排除してし、く政策へと展開
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していくのでゐる。J(関265~266貰〉と。 f地主j穏を穣秘的に排除していく

設策Jが，第一次大戦葉に具体的にいかなるものとしてあったかは明確にさ
注〉

れていなし、から検討することはできなし、。またその時期に地主は「表選・解

体しつつある存在Jとはむしろいえないこと，幾業罷税政策は

策Jとして緩めて3重要な意、義合もってし、たこと等は，われわれが後に明らか

にするとおりであるが，それはともかく，ここで陪越なのは，農業保護政策

が日こんなる農民保護政策ではなく， I可持にニL ンカーによって代表される地

主保護政策でもあったJとすれば，大内氏にしでも，それが[帝盟主義段階

に特宥な社会設策の一環となるjとは苦言い知れなかっ ろう，とし、うこ

とである。それだからこそ，それは f査接的にはjそうであったが，実質的

な効巣としてはこんなる農民保護政後」だった，といわれるのである。だ

がこれは絡弁ではないだろうかJ社会政策jであるかし、なかは，第一義的に

は実質的な効果の開題ではなくて，全く「直接的」な明確な政策的意図cr飴
と糠J<悶265京>)によって決まることだからである。

校〉おそらくこれは，具体的には，いわゆる内地機民政策を拐し"亡し、る。しかしこの

政策は，第一次大戦後と比較してみゆとも，それ緩大きな主意義を，所有変交という

点からみても，もつものではなかった。しかも，それは，稜械的にはポーランド

人にずこいする政治的問題で品ろったので、追うるから， r段階論jの標題℃はなく， r現
状分本ITJの対象となる，と苦言わなければならなL、大内氏は，幾多産政策にも様均

あり，一括しては耳元f郎、えないことを，十分ヨ考慮してはおられないようである

が事方法論的に，不拐殺さは免れえない，とA宮、う。幾業を段階論的に処理しうる
か言ぎかとし、う!関緩も，宏、ず様々 な差是業政策の明書護な区別そしなければ，解決つか

ないのは当然c"あろう。われわnは，ここでは，農業関税政策とその経済的機拠
の解鈎こそ，幾業の段階論の第一の対象と課題をなす，と考えるのでト通ちる。

2 r農業問題」の意味

大内氏は，関税政策を始めとし 、ずる強力な保護政策が燥機さ

れる「経済的・政治的なさ交ざまの理由Jのうち「主繋なものj三つをあげ

「第三三に，しかしもっとも重要なのは，より政治的な理由であるJ(時264]0
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として，これがこの農業政策が「社会政策の一環Jとなる援拠を示すものと

されたのであるが，先に「幾業政策は本質的に経済政策同 4貰〉であると

れていたことを懇起するならば，いったい氏には，社会政策とし市、経

済政策といっても，そこに明確な臣)5IJがあるのかどうか，としづ疑問がわ

く。それにしても，農業保護政策は「社会政策.Jで、あるといえば，それに対

る本資的な理論的規定が恰も迷成されるものと晃なされたことは，農業保

護政策の経済政策としての機能や役割に十分な考践を払うことを軽視すると

いう2重大な総果をもたら?ことになったのである。

"すなわち農業ないし農民保護政策が展開容れたことに対する大内廷による

との三つの主要な潔白付けの第一はJ独占資本jは「もともと保護関税をつ

うじて閤内の経済をいわば相対的に閉鎖し，そのなかで独占を維持する志向

をもつものであるjが，下そのことは幾業にたいしても保護欝税を採用しゃ

くしたjということであるb だがこれは，はなはだ駿絞模糊として何をい

わんとしているかよく分からなし、仮りにそれが， r農業関税は， こういう
fカルテル関税によるー引用者]金融資本の誼接的科誌のカモブラ…ジュと

して恰好のものであったI(大内編『授業経済論Ji 184 とL寸金融資本

の「保護政策にたし

ばラそれはせいぜし

富体の経済的な意義は全く不明な家主

264哀〉をど意味するものなら

る政治的契機の問題にすぎず¥それ

る。

次にその第二は，r差是況の労働強化によって農産物が相対的に低い価格で供
給されることは，労動賃銀水準をそれだけイ尽くし資本の利i関を拡大jし，

r他方，独占資本の生渡物を相対的に高い繍格で，農業の原材料・設備とし
て売りうることは，直接独占利潤の根拠となるjが，この「関係者f根拠とし

て，独占資本は，中小企業や農民といった中小生産者の広汎なj替の維持に関

心をもつようになるのであり，政策もその綴にそって展開されることにな

るX同〉というものである。これが，大i村氏のあげられる「独占資本の政策

として，農民保護政策がク P…ズ・アップされてく

るJ(罷26]貰〉ことのほとんど唯一の経済的理由なのであるが，われわれは
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この見解にたいしてはさしあたり，次のような疑問を出しておきたし、。つま

り「独占資本」は，その蓄積様式による不断の過剰人口の形成を根拠にし

て，広汎な中小生産者層を自ずから収奪の対象としうるのであるが，こうい

う収奪関係は，そもそも「独占資本」の存立根拠であって，1独占資本」がい

ちいち「中小企業や農民といった中小生産者の広汎な層の維持に関心をも

っ」ということは，資本の本性からすれば，決してあり得ないことである。

そのことからいって，たとえ国家的に保護された中小農民層を，r独占資本」
が再び収奪することは当然であるとしても，農民保護政策が直接的に「独占

資本」のこうした「関心」の現われであるなどとはいえないのではないだろ

うか。労働日延長を制限する工場法の歴史的意義づけをめぐって誤まって想

定されたように，個別資本にたいして「社会的総資本の立場」なるものが存

在するとするなら話は別であるが。

以上のように，大内氏のあげられる農業関税政策や農民保護政策に対する

経済政策としての積極的な理由付けが，ほとんど恐意的な解釈の域を出るも

のではないことは明らかである。

氏はまた，農業保護関税について，rカルテノレ関税やそれを利用した対外ダ
ムピングと相まって，国際的対立を尖鋭にし，帝国主義戦争への道を聞くも

のだったJC同246頁〉とか，rそれが農業の発展の大きな槙粁とな勺たことは
想像に難くないであろう JC同250頁)とか，rそれはさしあたりユンカーの要
求を根拠にしていたにはちがし、ないが，一般に農民の保護にもなったことは

たしかであるし，結果においてはそれは，ユンカー経営を発展させるにたり

うるほどの高価格は維持できなかったのであり，むしろ農民経営の発達を助

成する役割を果したのであったJC同261頁)とか，いろいろ指摘されてはい

る。だが，これらの重要な政策論上の諸問題一一これこそ，r本質的に経済政
策」としての農業政策に具体的に関連してくる事柄だ，とわれわれには思わ

れるのだが一一ーについてはただ断定的にいわれるだけで，どうしてそうなの

か，し、かなる具体的なメカニズムを通して農業関税政策はかかる機能をはた

したか，については，一切触れられてはいないのである。
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結昂大内記にあっては，農業政策論は，それに富有な課題と領域令現般に

怒れないまま，ほとんど社会政策強に還元されてしまっていると言わざるを

得なし、。このことは実は，いわゆる帝掴主義段構の農業陣頭なるものが，社

会政策が対象とするごとき問題領域のなかにいわば潟静されてしまい，それ

とは別な資本主義の，しかもこの段識における酉有な経済的問題としてはっ

きりと劇出ずることができなかったという，以下に明らかにする大内農業理

論の有する他の銀本的な難点、と相関議した跨題をなすのである。

大内氏はこの農業時題に隈しては，次のごとくいわれる。十九世紀「

年ft以降の移行期から第一次大戦にいたるまでのドイツの帝E認定義段階の展

開」のなかで， ドイツ農業立農業恐慌の影響たも蒙りつつきまざまな点で大

きな変貌を遂げたが，そこでの fきわめて麓大な謂題」は，この時期のかな

り「義実な」農業の発藤安「主として担当jした経営震が中農層であったこ

と，つ変りこの r9='幾層が増加」し，ユンカーをはじめとする「少数の資本
家的経営」が γこの時期に急速に発段方を失ない解体」し， r減少するとい
う事実jである。 というのはこの事実は， r自治主義段階まではj支配的な
農民層の跨極分解による農業の資本主義化傾向が，いわゆる「中長標準化様

向」に取ってかわり「完全に逆転したことをいみするjが， iこういう

こそム「農業という場態にあらわれる資本主義の矛鰭であり z

のなかでは解決しえないものjとしての「農業問題の発生jに他ならなし、か

らであるJしかも農民経習と資本主義とのう子君は，独占体制の成立話発展に

よって激化することはあっても，けっして解消すること誌ありえないのだか

ら，農業問題も資本主義の存続するかぎり拡大・深化する際議とならぎるを

えなくなったので、あるJ(問260 との

ここで法意安要するのは，大内氏は，この「送車三現象!そのもの拭，別に農

業問題とは考えておられないことである。つまり氏においてはf品ンカーを

ふくむ資本家的農業経営が発展力を失ない，解体・縮小していくようになっ

の極め は，実証的にはここでは

の増減によっ されているにすぎず¥十九世
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紀末葉の農業恐慌による一時的な(といってもかなり長期の)撹乱部奨象と

してならともかくとしても，手奇麗主義段搭に一般化することは，われわれに

は納得しえないことであるが，そのことは後で関菱重にするとして一一札全

く農業問舗とはならないのである。「逆転現象」の紡巣こそが「農業問題の発

生jとして認められるにすぎないのである。錦えば大内氏は次のごとくいわ

れるJ資本主義体観のなかに幾読経営が存在するということにそもそも

間揺の援源があるといってし北、というのは，告分の家族の労働で，小生産

手段をもって零擦な経営をおこなうというような体制は，ほんらい自給自

的な経済体制に適合的なものであり，資本主義の成立=発展とともに分解・

補滅されるべき性愛のものであるoJ(開260頁)1ところがいまやそういう

在が資本主義のなかではもはや解消しえないものとなるのだから，このよう

な矛盾は決怒的なものにならざるをえなし、いまや農業鵠題が資本主義にと

って不可避の問題となるわけである。J(向 125頁〉と。

まさに「農業構題とは何かということは抽象的にはいろいろ議論できょ

うJ(持260頁)というものである。だが十九世純米期にドイツにおい

務題とされたものは，中心的には，海外からの穀物輪入に伴うこの 1;:1.ンカ

一番fふくむ資本家的農業経営Jの「危機Jと，それに対する霞家的保護の是非

をめぐる問題なのであって，こうした現実から離れてJ農業問題J~ r抽象
的J~これ、ろいろ議論j ずることができないことは，歴史科学としての経済

としては絶対釣な条件であろう。

幼務大内氏のいわれる「農民経蛍と資本主義との矛盾は，独占体舗の成立

よって激北ナるJということも，明らかに農民j警における

機jとして，現実的な農業問題を拠起した。この「危機」が，下農業者同盟」

や「農民i可盟jあるいは社会民主党の内部で、もブ分ノレマ-Jレ等による農民保

護強化の要求と，それに対する鯛家的対策としての農民山中層致懇の展開の

背景せとなしたことは事実である。そしてそれはJ農業においても，農民懇の

分解が徹寂され，震設業が資本主義化してしまえば，資本主義の矛震は労働者

としては存夜しうるが，農業務鐙という形のものではなくなるであろ
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う問260茶〉とL、う克治安臣持していたマルクス

と，突ってまた実践的な無力性を明白にすることになった。ダヴィッ人ベノレ

ンシュタイン等のいわゆる修正1主義が発生した濫先的な議拠もひとつにはそ

こにあったのである。だがこのよう

はJ農業論争Jない

マルクス主義において

として特殊的に大きな意義をもってい

たからといって，大男氏のように 3 帝総主義段階における

してしまうことは，農業関税政策などの農業政慌を，強引に農民保

護政策に解消することがで、きないと持様に，全く不可能なことなのである。

積極的にはむしろJュγヵーをふくむ資本家能農業経営jをどめぐる農業問

題こそ，経済政策としての農業政策にとっては第一の課題ななすもの Uのつ

，大内氏がそれをほとんどまったく無視されたことは，この政策の

経済学的解明の手がかりな失危うことにもなったのである。そしてさらに氏

は，この「農民経蛍と資本主義との矛脂Jないしその「激1l::Jを， r独占資
本の成立と震性不況はき社会的矛監をど拡大するJ(向265Jミ〉として極めて，

単純誌ないし捨象化して詑掻された。だが十九世紀末期の後詰問題と二十t仕

組初頭のその動向とは， I農業危機」が解消されたことをみてもわかるよう

に，明らかに少くとも様相を具にしている O またこの「矛;設jにも，も q と

共体的な内容をもりこむべきであることは，それに対する臣家の介入が，既

に触れたような国家的社会政策のいわば単なる転剤か，あるいはもっと穣

機能に， として毘主主社会的に公器ナるところの独自の農員保

護政策で、あるかは明僚に反訴されなければならないことからしても，当然の

甑患ではないだろうか。

大内氏は，生態言者として f差是民の存在が解消しないものJとなったこと

な，資本主義の帝盟主義段織の特殊部監史的現象として詑挫し，もってこの

閉鎖をめぐ、るマルクス主義農薬理論の正統派と修lE派とへの分観を止揚する

視角を提示されたにもかかわらず，農業問題担社会的矛盾の拡大というほと

んど無内容な規目立をもって溝足されてしまった。そのために特有な農業問題

な一般的に労働者問題から毅然と広7]IJ1..-得ないことについては，この正統派
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マルクス主義と50歩 100歩のところまで後退されてしまったといわざるをえ
注)

ない。そしてここにこそ，氏が農業保護政策は「帝国主義段階に特有な社会

政策の一環となる」とする根源的な原因が匹胎していた，というべきなので

ある。

大内氏はドイツの帝国主義段階における農業問題と農業政策について次の

ように結論される。「こうした保護政策自体が農民層の成長を助長し，<中農

標準化傾向>を促進したことはたしかであろう。しかしそれは資本主義から

いえば，むしろみずから解決しえない農業問題の基盤を補強するいみをもっ

政策であった。そのいみでそれは矛盾であったといえばいえるが，しかし独

占資本にとっては，それは避けることのできない矛盾だったので、あるJ(同266

頁〉と。こうして氏によれば，帝国主義段階において資本主義は農業問題を

宿病とするに至ったのであるp だがこのような理論的規定が，資本主義に対

する真の科学的批判たりうるかどうかは，以下においてさらに明らかにされ

るであろう。

注〉大内氏が「もし農民の存在が解消しないものだとすれば，社会主義にとっては労

農同盟とし、う問題が大きな課題とならざるをえなし、J(r序説Jl261頁〉と安易に
いわれるのも，このことからすれば当然である。しかし資本主義における農業問

題すら固有な問題として識別しえないまま，あるいはやや具体的にし、えば，労働

者階級と農民層との農業保護政策をめぐる現実的な対立関係(これが後に述べる

ごとく農業問題の具体的な現われに他ならない。〕の物質的根拠を解明して，それ

を社会主義的に解決するものとしてでないならば，一般的に「労農同盟」を説く

ことに，どれ程の積極的な意義があるか，疑問である。

3 農業資本の蓄積様式について

帝国主義段階には，rユンカーをふくむ資本家的農業経営が発展力を失い，

解体・縮小していくようにな」り，農業(穀物)関税政策もこの基本的傾向

を阻止し，あるいは「ユンカー経営を発展させるにたりうるほどの高価格」

を「維持」することでは，余り意味をなさなかった，というのが大内氏の事
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実認識であった。しかしこのように推断される場合に問題になることは，氏

がこのユンカ一等の資本家的農業経営における資本の蓄積様式にたいして，

具体的な分析をほとんど全く放棄してしまっていることにある。 このこと

は，おそらく大内氏が，ユンカー経営について，後進国の資本主義化に特有

な過剰人口のいちじるしい堆積を根拠として「半封建的な地主経営という性

格を維持しつづけたJC同244頁) としづ特殊性をもちながらも，本質的に産

業資本的なものであることについてはなんら変りがない，と考えられた結果

によるものであろう。だが十九世紀後半，特に七0年代以後におけるユンカ

ー経営の資本蓄積様式は，産業資本の支配確立過程としてドイツ農業の資本

主義化を説き， r両極分解傾向が貫いていると強弁JC同253頁〉したカウツ
キ{にとっても，そう簡単に片付けることのできるものではなかったのであ

る。そしてこの蓄積様式が明らかにされなければ，穀物関税政策の資本主義

の歴史的発展に対しでもつ意義を最終的に確定し得ないことも当然なのであ

る。このことは，カルテル関税や植民政策の帝国主義的政策としての理論的

規定が，金融資本の蓄積様式に対する科学的分析をもって始めて果たされた

ことと，ほとんど同様であろう。

ユンカー経営は言うまでもなく資本家的経営であるが，イギリスの場合・に

支配的であるような「借地農制」ではなく，またただ単に大土地所有者で、あ

ると同時に農業資本家でもあるというのも，必ずしも正確なあるいは十分な

規定ではない。それは，実は二十世紀初頭までにおいて，カウツキーのいわ

ゆる「不動産抵当制」とでも呼称すべき巨額な社会的資本に対する特殊な支

配集中機構を，典型的に発展させたのであった。それによってユンカー等の

農業資本は一一大内氏の想定とは正反対に一一「土地生産力」を中心とした

農業生産力の飛躍的発展を実現しつつ，もはや単に産業資本的とはいえな

い，否むしろほとんど金融資本的とさえいってよい，土地所有を根拠とする

独自の資本蓄積様式を確立したのである。まさに農業関税は一一これも大内

氏の断定とは反対に一一この蓄積様式をいわば補強ないし促進するものとし

て，従ってユンカー経営を始めとする中小農を含めたドイツ農業全体のみな
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らず，一般投資家層や金融資本にとっても，つまり国民的に，決定的に欠か

すことのできないものとなったわけである。われわれは以上の点について，

(A)地主的資本家的経営(ユンカ一等)，(B)その協同組合である「プロイセ

ン土地金融組合J(Landschaft)，そして(C)一般投資家層(特に少額貯蓄者，

中産階級)，これら三者相互の関連をとうして，やや具体的に明らかにしてお

こう。

まず(刈は，工作物(家屋，倉庫，道路設備等〉や土地生産力の継続的向上

を促進する土地改良(排水並びに濯瓶設備の設置，荒蕪地開拓，沼沢地耕作

等〉のために必要な資金を，土地を抵当に入れて(B)から借入れる。しかし

この場合・，(B)から(A)には直接現金がわたされるのではなく，もっぱら(B)

の責任において発行される〈つまり抵当に入れられた各個の土地を表示して

発行されるのではな乙ウ抵当証券 (Pfandbrief)が渡され， (A)はそれを適

当なときに， (B)が資本供与し管理する(B')r土地金融組合銀行」その他の
銀行へもって行って現金に換価するのである。 (B引主抵当証券の換価・利子

の支払い，党換等の抵当証券業務を行なうが， (A)から受取った抵当証券を

(C)に対して売却し， (A)に与えた現金に相当する額を回収することにな

る。この売却はベノレリン取引所等で行なわれることもあるが， これはし、わば

形式的なもので，実質的には大部分が取引所の外で直接的におこなわれた。

抵当証券は，r投機証券」ではなく投資証券であり，確実性と相場の安定性が
あり，利息収益は国債や地方債よりもやや高かったと言われるが，かくして

この一連の関係のなかにおいて， (C)における社会的遊休資金(ある程度の

外国資本も含む)が， (A)の共同責任を基礎とする(B)ないし(Bつの信用を

媒介として(A)の各農業経営における多額の固定資本(土地合体資本)とし

て投下され，極めて長期にわたって固定化されることになり，その一方では

逆に(A)から(C)へは利子が(Bつを経由して支払われることになる。ここで

は， (A)と(B)との関係は，一面では明らかに債務者と債権者の関係といっ

てよいが， (A)は(B)に対して土地信用負債の随時償還権(長期にわたる割

賦=年賦償還の権利〉をもつのに対して， (B)は(A)に対して債権，債務の



14 (608) 経済学研究第23巻第4号

解約性をもたない(非告知〉のであって，抵当証券貸付はほとんど永続的な

ものだということが重要である。 (A)と(B)のこのような関係は，当然(B)

ないし(B')と(C)との聞において，後者が前者に対して告知権(解約性)を

排除されていると共に，前者は後者に対して償還義務を免除されているとい

うことを根拠としているが，さらに(C)は，取得した抵当証券の元本的価値

を必要に応じて，いつで、も取引所で現金イじすることができたから，そのこと

に何ら難点はなかったのである。従って， (A)の土地抵当負僚は事実上は

「自己資本」化しているといえるのであって， (B)に対する利子支払いが順

調でさえあれば，この負債総額の増大自体は全然問題にはならないわけで、あ

る。実際に， (A)の(B)に対する元金償還が随時であれ義務づけられたの

は，全く過度負債による利子支払いの滞納の危険を防止するために他なら

ず，だから負債の返済は，直ちに借入れによって埋め合わされる傾向にあっ

たのである。

以上のような(A)と(B)と関係は，前者が後者の組合員であることを前提

として成立つているのでもあるが，このことはさらに， (B)がその利益金を

配当しない反面では，それを特別積立金，割賦償還積立金，その他の積立金

の強化に充当しもって(A)に対して貸付条件が低利であることや，滞納利

子の取立て等も普通の債権・慣務の場合程には厳格でない等の間接的な利益

を保証することを可能にしたのである。 (B)は，自己に属する土地の免債や

不動産信用に充てるために，自ら生命ないし火災保険機関を兼営して資金を

吸収したし，1プロイセン協同組合中央金庫」とは貸借関係を通じて資金力を

充実させたのであるが，他方では抵当債券化された土地の強制管理の権限を

有し，また抵当債券の発行総額は， (B)が担保として保有する土地価格総額

以上をでることを禁ぜられ，それは政府機関から派遣された監査委員によっ

て厳しく監守されたから， (B)の(C)に対する信用にはかなり確実なものが

あった。また(A)は， (B)から受け取った抵当証券を換価する場合・に，いく

つかの著しく有利な条件を享受することができた。例えば一般金利が低落す

る時には抵当証券は相場が騰貴するから， (A)はそのことを利用して旧抵当
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権を償還し変更された金融市場の状勢に相当した低利の抵当証券貸付けを

受けることが可能であったし，逆に金利が騰貴した時には， (A)は告知権が

除斥されていたことによって保護されたし，またはさらに「相場差額補足貸

付」を受けることもできたのである。このことは， (B)が(C)へ証券を売却

する場合にも当然予想されうるいわゆるプレミアムの取得を意味するのであ

って，従って(A)と(B)はある程度は分離しながらも，結局は一体となって

金融上の操作を通じて，相当の利潤を得ることができたのである。

ところで，最終的に(C)が抵当証券の所持によって受取るところの(A)が

支払う利子は，その一般的な正常な状態においては，基本的に地代部分に他

ならないのであるが，それはさらに差額地代と絶対地代とに相当する二つの

部分に，概念的に区別されなければならないであろう。ここで差額地代に相

当する部分という場合により重要なものは，土地に合体される固定資本によ

って形成される超過利潤である。これは「借地農制」では借地期間の更新の

際に結局は地代に転化されるが，この「不動産抵当制」では，抵当負債にた

いする利子として支払われることになる。ただ両者においては根本的な相違

があるのであって，土地への巨額な固定資本的投資は，前者にあっては借地

期間内で償却しきれないために，一般的には抑制されざるを得なし、。それに

対して，後者にあっては，そうした制約はいちおう解除されているのみなら

ず，むしろ自己の所有する土地価格を高めることになる一一勿論それだけま

た抵当物権としての土地の価値は高まる一一ーから，経済的強制によってやや

積極的に遂行される傾向をもっ，ともいえるのである。次に絶対地代に相当

する部分というのは，実は農業関税のもとでは，農産物(穀物)の独占価格

による独占地代となっている。「絶対地代は資本家的土地所有の基本的規定を

なし，この規定を基礎にして独占地代もまたその根拠を一一資本家的には非

合理的なる，資本自身の性格も独占的になることなくしては，その社会に容

れ得ないというような性格をも一一明らかにされるのである。J(宇野弘蔵

『経済原論下~. 222頁〉つまりJカノレテル関税」が「穀物関税」と共に設定

されたということは，資本主義における支配的資本形態が，もはや産業資本
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ではなく，金融資本としてあることを示すと同時に，土地所有も産業資本的

生産様式に照応する形態から，金融資本に適合的な形態へと転化したことを

意味するのである。そしてわれわれにとって重要なことは，この穀物関税

が，金融資本の独占性にとって許容されうる範囲内ではあるが，ユンカー等

の大土地所有者に独占地代の取得として，土地所有の独占性の強化を保証す

ることによって，1不動産抵当制」にとって，その基盤を補強する不可欠な機

能を果たしている，ということに他ならなし、。さしあたり，客観的には穀物

関税政策の経済的な歴史的な意義は，ここにこそあると言わなければならな

いのである。

かくして「不動産抵当制」とは，農業関税制度に支えられつつ，その所有

が地代を利子として受ける権利を有するそれ自身が資本である抵当証券の特

殊な金融機関の介在による流通をつうじて，土地に固定された資本の自由な

移動が大幅に制限されているとし、う条件のもとで，自己の所有する「土地価

値」を流動化 (mobilisieren) させることによって，社会的な遊休資金の一

定部分を，農業生産力の高鹿化によって得られる利潤獲得をめざして主に土

地合体資本として集中支配する，農業資本の特殊な蓄積様式を意味するもの

である。

こうした全体的な機構において把握されないならば，その歴史的意義を十

全に明らかにすることは到底不可能なのである。カウツキーにあっては，こ
注〉

の肝心な点がまさに欠落しているのである。だが，それはともかくとして，

以上のようなわれわれの概括的な理解からしても，例えば，藤瀬浩司氏のよ

うに，滞納利子額の動向との関連を断ち切った上で，単純に「農場抵当負債

の顕著な増大傾向は，ユンケノレ経営の内的崩壊要因累積の端的な表現であ

るJ(~近代ドイツ農業の形成J 511頁〉などということはできなし、。また宮

下柾次氏のように， 1抵当証券が<農業大不況>の克服以降にも累積され，

利子滞納額のほうも，九0年代中頃より減少したとはし、え，<大不況>にお

けるのと大して変化がなかった。利子の滞納が<農業の黄金時代>にも減少

しなかったということのなかにユンカーや富農の経営的危機がみられる」
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cr資本主義と農業恐慌J235頁〉といわれるのも，いささか葦強付会ではな
いか，と思われるのである。宮下氏の掲げられているフィンケンシュタイン

の統計についても，一貫して増大した抵当負債総額と，むしろ減少傾向にあ

った滞納利子総額との割合をみるべきであって，後者が r<大不況>におけ
るのと大して変化がなかった」とか，r<農業の黄金時代>にも減少しなかっ
た」といっても，余り意味をなさないであろう。フィンケンシュタイン自身

は，オストプロイセンでの滞納利子額の変動について， 1864~1906年までは

経済的な危機現象の持続を示すが，それは1906年後に始めて正常な状態を取

戻したことを，指摘しているのである。 C"DieEntwicklung der landwirts 

chaft" S 117参照)

要するに大内氏の主張される，農業における「資本家的経営の解体・縮小」

傾向というのは，わが国ではある程度一般化された認識になっており，それ

は多かれ少なかれ，十九世紀末のユンカー経営の危機的様相と，大戦間にお

けるその一段の深まりとを，直線的につなげるというやや短絡した思考から

結果したものといえるのである。だが，r不動産抵当制Jが制度として，典型

的に発達したこと自体によっても，ユンカ一等は，少くとも第一次大戦迄に

おいて，急速な農業生産力発展の実際的な担い手であったことが示されてい

る，といわねばならなし、。それ故にこそ，後述するように，ユンカーは十九

世紀末葉における「大不況」下では深刻な「農業危機」を余儀なくされ，そ

れが国家的な問題となり，農業関税が実施されたのであり，また二十世紀初

頭から大戦に至る迄の帝国主義の開花期には，農業の繁栄に十分浴すること

ができたのである。

注〉彼は次のごとくいっている。つまり「不動産抵当制」に於いても「ことはそれ程

明瞭単純ではないが，根本に於いて〔資本主義的借地農制と〕同じことに終る。

此処に於いても，吾々は土地所有者と企業家が二分されていることを見出す一一

無論，特別なる法律的形成の背後にかくされてあるo借地農制に於いて土地所有

者に流入する地代は，抵当制に於いては抵当権者の有に帰する。彼は地代の所有

者である。これに反して，名義上の土地所有者は，現実に於し、ては，資本主義的

企業家であり，企業利得と地代とを取り込み，且つ後者を抵当利子の形で再び移
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譲する。彼の企業が失敗に帰すれば，彼は支払うべき地代を支払L、得なし、。かく

て，彼は彼の表面上の所有をも捨でなければならぬ。丁度，その賃料を支払い得

ない借地人が，その賃借地を失う様に。J(~農業問題』向坂逸郎訳上152-153頁〉

と。こうしたカウツキーの見解に対して，伊藤誠氏が次のごとく批判されてい

る。つまりカウツキーが「イギリスと異なり資木主義的借地農制が一般化しない

ドイツでも，抵当信用をつうじ抵当権者に利子の形で地代が支払われるかぎり，

借地農制と<根本においておなじ結果になる>としているのも， ドイツ農業の特

殊な発展の様相を解消し，イギリスの資本主義的借地農制に擬制して理解しよう

とするもので，理論的に無理をおかすものといわなければならないJ(鈴木鴻一郎

編『マルクス経済学講義J166ー167頁〉と。伊藤氏のこの批判はいちおうは正し

いといえるが，しかし余り積極的な意味のあるものではない。氏自身は例えばユ

ンカー経営について， 1第一に，土地所有と農場経営が結合しており， したがっ

て地代と利潤が未分離であり，第二に，その経営に要する労働力をもっぱらイン

ストロイテ(Instleutめといわれる小作小農民の賃労働に依拠しているというこ

点で，イギリス農業の一部にみられる典型的な資本制農業経営とは性格が異な

る。そのためく半封建的土地所有>のドイツ的形態ともいわれてきたJ(同167-

168頁〕といわれているだけである。なる程これでは確かに，1理論的に無理をおか

すJととにはならないが，1ドイツ農業の特殊な発展の様相Jを何か「理論的」に
分析したことにも決してならないのである。だがカウツキーは，1土地所有者が同

時に資本家でもあること，つまり彼がその土地所有の外に十分なる現金を有っ

て，近代的経営を全然自己の資本で建設し，且つ企業家利得の外に全地代をも収

得する場合」は「際史的には例外であるJ(前掲161頁)，とし、う現実認識を前提と

しているのであって，この「不動産抵当命IJJの理論的な分析はカウツキーのみな

らず，伊藤氏にも課されているはずなのである。カウツキーが，それを「借地農

命IJJと「根本に於いて同じことに終る」として，いわば原理的規定の貫徹の間

(この面を指摘すること自体はEしいしまた必要なことでもあるが〉を強調した

ので，伊藤氏の批判を受けることになったのである。要するに「不動産抵当制J

は， 1借地農制」を原理的基準としつつ， この原理的規定の貫徹と歪曲一一大土

地所有と農業資本との特有な結合と分離司ーのうちに，段階論的に規定されなけ

ればならないのである。

斎藤仁氏も，カウツキーを次のごとく批判されている。つまり「カウツキー

は，不動産抵当信用をもって，そのまま土地の商品化と同じ木質をもつものとみ

る。地主は，この場合，土地を生産資本と化して生産資本家となり，債権者は実

質的ないみで地主になるのだというっかまえかたである。こうして，小作制度と

土地抵当信用制度とは，結局おなじことだということになる。たしかに，土地抵

当信用は土地の商品化がすすんでいるとし寸事態を前提とする。しかし，それ白
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体は，あくまでも信用であって，土地の商品化で、はない。土地は，この場合，信

用を担保するいみをもつにすぎないのである。…・・結局，信用が土地抵当でなさ

れることに，この問題の限りで特別の意味はないのである。ユンカー経営の成

立，発展t主，信用をぬきにしたもっと突体的な関係に，その条件を求めなければ

ならない。J(!r農業金融の構造J95頁〉と。このカウツキー批判jにもよくわからな

い点があるが，1信用が土地抵当でなされることに・ 特別の意味はなし、」という

ことによって，土地紙当{言、用について，経済学的分析が果たされたことになるの

かどうか，疑問である。地代部分を利子として資木還元される擬制資本としての

抵当証券の売買は，株式証券として資本が商品化されることと同じく，土地の商

品化といえなし、かどうか，あるいはそれとどうL、う関連にあるかは，なお検討の

余地があるのではないか。確かに結論的にいえば，この抵当萩券は，抵当に入れ

られた各個の土地を表示せずに発行されるのであるから，それをただちに土地の

商品化というのは無理である。しかし資本家社会的に要請された土地の商品化ニ

「土地価値jの動化が，本来的な旧抵当証券によっても，株式証券と資本の商品

化のごとくにはし、かないことに対する現実的な処理の形式として、この，新抵当

証券は意義を有するのではないだろうか。

なおドイツの「不動産抵当制」に関する参考文献としては，農業問題に限定す

れば，斎藤氏の『農業金融の構造しカウツキー『農業問題l以外には，ヌスパウ

ム(宮崎一雄訳)!r独逸抵当制度論01]，ヴイゴドジンスキー(山田勝次郎，東畑精一

訳)!r農業政策~，アドノレフ・ブツヘンベルガー(八木芳之助訳)!r農業政策』等々を

あげうる。

4 [農民層分解」論へのー視角

大内氏は，農業における「資本家的経営の解体・縮小]の「原因Jとし

て，[もっとも基本的なものとして，つぎの三つの事実Jを指摘されている。

①農産物価格がこの時期には「低落し，低迷」するようになったが，そうい

うばあいには， [資本家的経営の生産力が格段に高くならないかぎり， 利潤

が減少し，経営が成立たなくなることは不可避」であるにもかかわらず¥「も

ともと農業はそのように急速に生産力を高めることが困難な分野であるJし，

「とくにユンカー経蛍は，これまで古い社会関係を利用しつつ生産を維持し

てきただけに，いっそう合理化が困難だという性質をもっていたJのであ

る。この場合に「この価格の低落」は，まず「農業恐慌の影響Jによるが，
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「ただ農業恐慌という一時的な現象ーーといっても，それはこの段階では長

期的な現象となるのであって，かならずしも一時的で、はないのだが一ーとの

関連のみでとらえではならなしづのであって，1農民経営が他方において生産

を維持し，あるいは拡大してし、くばあいには，価格水準は農民的採算ベース

で決定されることになるし，また，ほんらい農業外の資本は，農産物価格の

必要以上の上昇は好まなし、から，政策もそのような水準以上に価格を釣りあ

げようとはしなし、」ことにもよるのである。②「こういう低価格のもとで，

農業経営のコスト上昇がし、ちじるしくなるとし寸事実」がある。「それには，

さまざまの農業生産資材の生産部門なりその原材料の生産部門なりで独占価

格が成立する結果，いわゆるシェーレ schereが拡大し， 経営コストが相対

的に大きくなるとしづ問題」以外にも， 1資本家的経営にとって致命的だっ

たのは労働賃金水準の上昇であった」品、わゆる労働力不足の問題があった。

③こうした諸困難にたいして，1資本家的農業経営者には，かれの資本を他に

移動させる道が聞かれていた」のであって，1そうなれば資本家的経営者にと

っては，利益のあがらない農業経営に執着しているよりは，土地を売り払っ

たり，借地に出したりして，資本をこうし、う投資にふりむけるほうが有利」

であった。たとえば「地元では，火酒の醸造とか製糖とかの工場へ投資をふ

りむけ，資本を工業部門に移動させるということも広くおこなわれた方法で、

あった」がJより重要なことは，金融資本の発達につれて，広汎に株式等の

有価証券への投資の道が聞け，あるいは銀行をつうじて資産を運用する道が

つくられたことであった。J(同253~257頁〉以上。

このように大内氏によれば， ドイツの農業資本家階級は， 1帝国主義‘段階

に特有な諸条件」によって，また「ユンカー経営とし、う時代おくれの崎型的

経営が主力をしめていたJ(同257頁〉というその「特質によって，とくに増

幅」されて，この時期に「解体・縮小がはじまった」ことになる。まず①の

ユンカー経営が「合理化が困難だとL、う性質」をもっ，という点について

は，われわれの先の叙述によって，ほとんど論駁されている，といってし、し、

であろう。従って次に，③の資本家的農業経営における他部面への資本の移



帝国主義段階と農業問題河西 21 (615) 

動について，検討を加えることにするが，それも決して，資本の自由な移動

として直接的な資本主義的原理の貫徹，という観点から理論的に処理されう

るものではなし、。それはむしろ，この原理の貫徹がある程度阻害されている

ことからくる資本家的対応であり，1所得源泉」の多様化(ヒノレファディング

『金融資本論』岡崎次郎訳下124頁〉として現われた，この時期における資本

家としてのユンカーの一定の変容を示すものなのである。

つまり大内氏がし、われる「火酒の醸造とか製糖とかの工場」への投資や，

一般的に工業的企業における「株式等の有価証券への投資」等にむけられる

ユンカーの資金は，実は抵当負債によって調達されたものであった。それは

少くとも大勢としては，農業経営から資本を引上げ、たり，1土地を売り払った

り，借地に出したり」して得られたもの，と考えるわけにはいかない。「不動

産抵当制」においては，r土地を売り払ったり」すること等はむしろ無用なこ
とであるし，逆にそうした資金をより有利に調達しうるためにも，自己の所

有する「土地価値」を保存しつつ，不断に高めてゆかなくてはならないはず

であるから，農業への資本投下(主に土地合体資本としての〉は，決して忽

せにすることはできなかったのである。「利益のあがらない農業経営に執着し

ているよりは」他部面へ資本を移動させる，とL、う簡単な機造には，ュ γヵ

ー的資本家的経営はなっていないのであった。土地に固定資本が固定化して

いて，資本の自由な移動が阻害されていることは，農業においても，重工業

における資本の移動の場合と，ほとんど同じ困難な問題をかかえることにな

っていたのである。そのいちおうの解決策が， r不動産抵当制」に他ならな
かったのであるが，それは農業への資本投下を基本的な条件として，成立し

ているのである。

しかもユンカー経営にあって，一方において，この農業生産の増大が経営

面積の外延的拡大によってではなく，その内包的拡充つまり集約化によって

達成されたことと，他方において， r関税政策は地代所得を急速に増加させ，
特に最近十年間はそれが甚だしかったJ(ヒノレファディング前掲 124頁〉こと

を基礎として抵当負債によって得られた貨幣資本が，農業部面への投下だけ



22 (616) 経済学研究第23巻第4号

では過剰をきたし，農業関連産業(この発展は「農業の工業化」として勿論

農業の進化に結びつく〕や農業外へ大量に流出する傾向をもったこととは，

密接に関連している。すなわちユンカー経営は，経営面積の拡張を志向した

としても，それは「強力な中小土地所有の抵抗にぶつかったJ(同〉のであっ

て，中小土地所有との土地をめぐる競争は，農業関税の影響と相侯って，土

地価格を高めた。だから，経営は集約化を徹底化させる一方，過剰な貸幣資

本は，11895年から始まった激烈な好景気時代が工業における利潤率を高く

しJ，1株式制度の発展が他の諸部面からの〔資本〕投下のために最適な形態

をつくりだしJ，また「諸大工業の集中統合も部外者のために危険を著しく軽

減したJ，というようなヤ九世紀九十年代末から生じた新たな諸条件のもと

で，工業部面などにその「使途を求めねばならなかったJ(同〉し，またそれ

が可能だったのである。

そのいみでは， i'農民経営の進出自体が資本家的経営の成長を困難にする

とL、う関係にあることを忘れてはならなし、J(r序説~ 254頁)，といえるかも

しれない(ただし，それだからといって，直ちに資本家的農業経営が「解体

・縮小jするというのではない〉が，しかし，それは大内氏が先の①で、いわ

れているごとく，一般的に農産物の「価格水準は農民的採算ベースで決定さ

れること jによる，というわけではない。実際に「資本家的経営は，比較的

機械化が容易であり，経営的にも単純な組織ですむということもあって

穀作部門に集中する傾向があったJ(同253~254頁〉が， 他方， 1小経営の主

要生産物たる牛乳・肉類・野菜・果実などにたいする都市需要の激増と，労

働者問題の比較的小さい重要性とが中小土地所有に幸いしたJ(ヒノレファディ

ング前掲124~125頁)のであって，農業生産に関しては，両者はむしろ分業

関係にあったとさえいえるのである。因に，穀物関税の直接的な「恩恵は主

として穀物大生産者に及び，畜産物を生産している小農民に与えられた恩恵

ははるかに少なか司たJ(ミカエル・トレイシー・阿曾村邦昭・瀬崎克己訳

『西欧の農業~ 26頁)にもかかわらず， 1農業関税のための共同闘争が大土

地所有者と小土地所有者とを結合・した」わけには， I農業関税が土地価l各に
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及ぼす特殊な作用Jがあった。つまり，われわれが既にみたような「不動産

抵当制」が，様々に形を変えたにしても， ドイツ農業全体をとらえていたこ

とは確かであって，この場・合には当然にも，農業関税による「土地価格の上

昇」は「すべての農業土地所有者にとって極めて有益J(ヒノレファディイグ前

掲123頁〉だった，といえるのである。

最後に，大内氏の主張される②のコスト上昇が農業の資本家的経営を圧迫

するという点に関しては，円、わゆるシェーレ」については，穀物関税によっ

て穀物価格自身一種の「独占価格jになっていることに留意すべきである。

また労働力不足については，一一この問題は確かに，十九世紀末のユンカー

経営の「危機Jを醸成したひとつの重要な要因をなしたが一一ユンカー経営

はそれを，労働条件や賃金形態の改善，農業機械化の「不断の進行J(ハウス

ホーファー前掲229頁)，ポーランド人からなる季節的な移動労働者の「大量

使用J(同192頁〉など、によって，二十世紀初頭において，穀物価格の好転と

共に，ほぼ解決しえたことが無視されるべきではないであろう。

われわれも大内氏と共に，r農民経営Jが農業生産の担い手として，重要な
地位を占めつつあったことを認めなければならなし、。それは根本的には，

「一方で、過剰人口を農業その他の中小企業に形成し，保有しながら，他方で

その吸収を制限するJ(宇野弘蔵『経済政策論』改訂版 188頁〉とし、う金融資

本の蓄積様式によって，歴史的に規定されていたことである。そしてこうし

て「農業その他の中小工業は，極めて高度の大工業の発展とならんで残存す

る傾向をとらざるをえなかったJ(同)ことが，農民問題が固有な意義をもっ

て， ドイツの十九世紀末期に発生してきた現実的な背景をなしていたことも

確かである。従って，産業資本から金融資本への支配的資本における形・態変

化を確認しないままに，中小農民層のプロレタリア化と農業資本の産業資本

としての確立を一般的な傾向として疑わなかったカウツキーやレーユンにお

いては，明らかに方法論的に難点があるといわなければならないであろう。

しかしだからといって，そのことが直ちに農業資本家の「解体・縮小」を

意味する，ということにどうしてなるのだろうか。大内氏は， レーニンが
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一一二十世紀初頭に到るドイツ農業の発展に関する修正主義的農業理論を論

駁するために書いた『農業問題とマルクス「批判家Jjにおいてー一一「資本家

的大経営が優位をしめつつあるかどうかを明らかにするためには，ただ耕作

面積別の統計をたよりにして，大経営が増加しているとかいないとかいつで

もけっして正しい結論はでてこないー・農業技術の発展とともに農業の集約化

も進むから，耕作面積が縮小しても経営規模が拡大することはしばしばあり

うるJcr経済学説全集③j292頁〉として，その実証の為に「克明に資料をあ
つめ，それをきわめて鮮やかに分析Jしたことに対して，1かれが正面から指

摘している事実にかんするかぎり，われわれはこんにちでもそれを否定した

り，あるいはそれと異なった結論をひきだしたりすることは，おそらくでき

ないだろうJC同292~ 5頁〉といわれている。だが，氏の結論は，帝国主義

段階ということさえ考慮すれば一一事実はどうあれ?一一レーニンの主張と

は反対に，1-資本家的大経営は，ここではかえって解体し，縮小する傾向さえ

しめしはじめるJC294頁〉という奇妙なものとなっているのである。

結局，レーニンの農民層両極分解論を批判するに際して，大内氏のごと

く，両極分解の「完全jな「逆転」としての「中農標準化傾向jなるもの

を，十九世紀末の農業恐慌の時期に限定するならともかく，帝国主義段階に

おける一般的傾向として主張することは，なんとしても行きすぎだといわざ

るを得なL、。パルヴスは，マルクス農業理論に対して正統派的立場にたちつ

つも，農業恐慌を特徴づけるひとつの重要な現象として，事情によっては農

民的分割地経営による資本主義的大経営の相対的抑制さえ起り得るような

「資本主義的競争の法則における明瞭な逆転 CUmkehrung)Jを認めたので

あるが，二十世紀に入ると，当初は農業恐慌は単に潜在化したにすぎないと

しつつも，結局，激しく前進して富を獲得した勝ち誇ったユンカーを「目の

前」にして，この逆転が，もう一度逆転してしまったことを認めざるを得な

かった。それはともかくとしても，1資本の金融資本化は……もはや純粋の資

本主義社会の実現に徹底的に進むとはし、えない傾向をもつことになるJが，

この金融資本における逆転傾向は，1決して産業資本時代の傾向を完全に止揚
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するものではなく，そうし寸分解過程を含みながらそれを阻害するものとし

て逆転するという内的な複難さを示すことになる」のであって，rし、ずれにし
ても一面的に簡単化するわけにはゆかなし、JC宇野『経済政策論』改訂版 188

頁〉といわなければならないであろう。

われわれは，大内氏と呉って，農業生産力の主たる担い手が資本家的経営

形態であることを実証したレーニンの見地をも，十分肯定的にみることがで

きる。ただ彼にたし、しては，こうした資本家的農業経営(ブ、ノレジョア的農業

進化における「プロシア型J)の発展は，もはや単に自由貿易のもとにおける

産業資本としての発展ではなく，農業保護関税に囲緯された特殊な農業金融

の構造のもとで，始めて実現されたものであったことが，明確にされなけれ

ばならないのである。

かくして，ユンカ一等の資本家的農業経営と中小農民経営は，金融資本の

蓄積様式に規定されて，共にドイツ農業生産の主要な担い手として存在して

いたのであり，穀物栽培にたいする畜産，野菜及び果樹栽培といった分業関

係をある程度形成しつつ，土地をめぐっては，特に東部では激しい競争関偽

に立っていたのである。農業関税の実施は，農業金融のもとに集約化を促進

することによって，この競争関係の激化を押えつつ，両者による農業生産力

の発展を保証するものとして機能していたのである。ハウスホープァーはい

っている。「ダーデが第一次大戦勃発直前(一九一三年〉にそのほんのすぐ前

の時期について書いたことは的をえている。すなわち<ドイツ農業発展の特

質は，農業経営方式の技術的展開が，耕地の大幅な収量増大に導びいたとい

う点，またそれに対して社会的な関係したがって土地所有配分においては，

農業人口の職業編成におけると全く同様，この時期に一般に相対的にも絶対

的にも基本的変化が起っていないという点にある。>Jr経営構造上の大変動
は，二つの世界大戦の聞の時期にはじめて起るのである。rc前掲198頁)と。

5 I農業恐慌」論の問題点

十九1世紀末葉において，ユンカー経営にとっては，農業恐慌ないし農産物
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価格が「低落し，低迷」する事態が，r農業の危機J(dlieNot der landwirts-
chaft)を意味したということは，単にこの経営が， 外国農業の競争によっ

てとくに農業恐慌の打撃の大きかった「穀作部門に集中する傾向があったと

いうおまけJcr序説j253~254頁〉によるばかりではない。それと同時に，よ

りいっそう重要なことは，パノレヴスが明確に指摘しているように，この「自

己経営する資本主義的土地所有者」の場合には，高い「地代」が，主に農業

投資に向けられた巨額の抵当負債に対する利子として固定化され，穀物の生

産費を構成していた，とし、う事実によるのである。つまり，この時期におけ

るドイツの農業危機とは，まず第一に，農業生産力の主たる担い手としての

ユンカー経営の危機なのであって，それ故にこそ農業危機は農業問題であっ

たわけで、あるしイギリスに対するドイツの農業恐慌の特殊的な意義も全く

この点に存するのである。また農民層における農業問題の発生というドイツ

的な特殊性も，それが資本主義の特有な発展によって，一方では主に国内市

場に対して農産物を供給する生産者として登場しながらも，他方では経済不

況と農村の商品経済的分解の激化のもとで，経営上の危機に陥入らざるをえ

なかった，ということによるのである。

従ってそれは，単に農民層が過剰人口として堆積されることによる社会問

題として一面化してしまうわけにはし、かなし、。すぐれて経済問題でもあった

わけである。農業関税による農村の保護が，r絶対的に必要なるものと考えら
れる様になったJC宇野弘蔵『農業問題序論j50頁〉ということはひっ寛，イギ

リスに対する後進国として，組織的独占体としての金融資本を典型的に確立

する一方で，広範に農村人口を残存させ，農業を内部に包摂することが必然

的であったドイツ資本主義にとっては，農業のこの急速に発展しつつあった

生産力自体を保護することが，絶対的に必要であった，ということに他なら

ないのである。ドイツにおいては，イギリスの場合とは全く逆に，農業保護

関税や農民保護に対する一切の反対が，結局は無力であったことの理由も，

そこにあったといえるのである。

ユンカー経営は，イギリスを中心とした「大不況」の到来と， ドイツにお
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ける短期的景気過熱が終了した後の長期的な経済不況のもとで，しかも北ア

メリカやロシアからの西ヨーロッパへの穀物の安価にして大量の流入、によっ

て，穀物価格が生産費を償えない程に大幅に低落したにもかかわらず¥穀物

生産からの資本の引上げと，他部面への資本の自由な移動が，ほとんど不可

能であるという極めて困難な状況に追い込まれたのである。巨額に達した抵

当負債利子の支払不能は，そのことを端的に示すものであった。というの

は，この抵当負債が巨額に達していた主たる理由が，七O年前半に至るまで

の世界的な好景気と， ドイツの急速な工業の発展(rグリュンダース・ヤ{
レJ)による，内外における穀物需要の著しい増大と穀物価格の上昇にたし、し

て，ユンカーがその「繁栄期Jを謡歌しつつ，経営の拡大と近代化あるいは

土地改良などによる農業生産力の高度化に必要な巨額の資金を，土地を抵当

とする借入資本によって調達していたことによるからである。従って，ユン

カー経営にあっては，一方では投下された資本価値の破壊をできる限り防ぎ

つつ，滞納利子の累積による経営破綻を回避するためには，穀物関税の実施

ないしその引上げはどうしても必要なことであったし，他方ではさらに徹底

的な農業生産と経営の合理化を余儀なくされ，従って抵当負債額と支払うべ

き利子額はますます増加する傾向をもつことになる。その結果が，ふたたひ、

国家によるいっそう強力な農業保護の要請に帰着することはいうまでもな

し、。

こうした事態を背景にして，七九年には農業関税が設定され，それは八五

年には大幅に引上げられた。九十年代に入って，穀物価格が若干持ちなおし

た中で，工業資本家階級や労働者階級を代表する左翼政党の圧力によって，

カプリピィ{のもとで農業関税は引下げられたが，九十年代の後半におけ

る，農業危機の以前にもまさる激化のもとでは，r農業者同盟Jによる農業保
護の要請は，高率の農業保護関税の実施と共に，穀物輸入の国有化，さらに

金銀両本位制の採用，といった金融資本化を実現し発展しつつあるドイツ資

本主義にとっては，到底受け入れることのできないような， r国家社会主義」
的な傾向さえ帯びた主張となってあらわれたのである。このことは，一時的
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にせよ， ドイツ，フランスの社会民主主義をも捉えた中小農民による了国家

社会主義J的イデオロギーと相倹って，金融資本の支説的凝立に伴う，急速
法〉

な燥村分解tこ対する，農村住民の反動的対応を意味するといってもよいが，

ういい切ってしまえるものではなし、というのは，船一一先に述べた

ことからも既に明らかであるが一一農業恐関のもとで，

から生じる料予がいっこうに減少しないままに織り，その結果相当比率の農

業経営が危機に立たされたjのであるが，この場合に「農務過議経営の努有

がもし実際に行なわれることになると，それは「この当時すでにく詣

よるよりも〉むしろ借入資本の投下としづガ法令遇じて

需かれてし、た技術的，経済的進歩を，長期にわたって中断さぜることを意味

した」が放に，ぞれを防止するためには，1岡家の子渉jは必然、的なものだっ

たからであるくハウスホープァー前掲220頁参続入つ亥りこの時期において，

関説設震による国家的農業保護とは，さま本的には藤議佐渡)Jの発展s体"!i:'保
るものであったことが，注意されなければならないであろう β

大内氏はJ農業恐慌は…一般的な慢性不況をど反映したものであるとして

も，それはひとたび発現すると，それ自体長期イむし，深刻化ずる条件全その

なかに秘めていたJとして，第一に次のことを指摘怒れる。つまり

おいては地代がとくに重要な負担となっているが，それは契約によっ

期間関恕されているから，農産物語格が下落したさいには，農業経営にとっ

てとくに護大な死重となり，その採算を悪化させるJ(~序論l 240頁〉と。

だが，ユンカ の危識が，滞納矛IJ子の累積において具体的に現われたと

いうことは，利子が地代部分にもとづくとしても，氏がここでいわれるよう

な間繍に，一般佑ないし抽象住してしまうことはできない。農業恐慌のもと

で， ま私られて，滞納利子がさらにいっそう累積していく

i勾を :;L.γヵ…経営の場合にはもっていたことなみるならば，浮IJ二子=地代

は，ここでは，確かに一面では「農業経費にとってとくに重大な苑麓Jであ

ったとしても， 1車問では農業生議カを高度化するという，経営にとって

報告守な{磁器を表現ずるものともなっているのでるる G 結ってそれは，むしろ
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いわば将来における繁栄を，現在における経営上の危機によって，償ってい

ることを意味するものなのである。

大内氏はまた次のごとくいわれる。つまり「農業恐慌は穀物価格を低落さ

せたが，その幅は……二0%でいどであり，そう大きなものではなかった。

このいみで恐慌の打撃はさほど大きくなかったともいえるが，その及ぼした

政治的・社会的効果はかならずしも小さいものではなかった。JC~序説Jl243頁)

と。しかし，穀物価格の低下が，イギリスと比較してドイツではいちじるし

く小さく，農業恐慌がドイツ農業にあたえた打撃が，比較的軽かった(大内

編前掲178~179頁も参照〉というのは，いわば顛倒した見方である。実際に

は，穀物関税の作用によって，その価格低落の激化が緩和されていたのであ

る。イギリスの場合については，当時ロンドンに滞留していたベルンシュタ

インが，次のごとく指摘している。「土地所有者は，危機の費用を転嫁できる

ようないかなる階級も見出さなかった。それはその費用の自己負担を<完全

に>引受けなければならなかった。」一方「地主仮!Jの援助によって大体農業者

は階級として持堪え， そして漸次， 変化した市場関係に適合していった」

と。だからイギリスにおいては，農業恐慌は極めて激しかったにもかかわら

ず，1有力な農業圧力団体はーっとして活発な動きを示さなかったJCトレイシ

ー前掲53頁〕のであり，また農業関税も問題とならなかったのである。だが

ユンカー経営の場合については，先に述べたごとく，農業恐慌は直ちに農業

危機としてあり，全く特殊な困難性を惹起したのである。農業関税は必須と

され，それをめぐる政治問題作は必然的であった。そして結果的に，農業関

税の影響は， rたとえ穀物価格が七0年代以降下落傾向をたどったとはいえ，
ドイツ穀物価格を低下する世界市場価格から遮断するために充分であった」

し， rそれに伴って国際競争が農業構造に及ぼす影響も排除され」たのであ
る(ハウスホープァー前掲218頁〉。

大内氏にあっては，ユンカーがイギリスの農業資本家と異なって，なぜ農

業関税を要求せざるを得ないかは，結局明確にされないままである。それ

は，ユンカー経営の特殊性，従ってまたそこにおける農業恐慌の特殊的な現
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われ方をど，イギリスの農薬資本家の場合と明確に区取して明らかに捻されて

いないことによるのである。氏は，rさしあたりは地主が農民矯をど背景におき
つつ，みずから るかのようにふるまいなが

舞台にはあらわれてくる」とか「地主腐は政治的発言力が大きかっただけに

代表たる地位法占めていたJCu序説J1265.~266真〉とかし、われるので、ある

が，これはJユンカ{の望書求を根拠にしていたにはらがし、ないJ(問291頁〉

と，エLンカー絞醤との必然的関連を，氏が全く見失ってしまわ

れたことを降ら暴露するものではないで、あろうか。

営についてはともかく，ユンカ…経営については，ほとんど全く

していないことが，大内農業恐韓議の特徴であるとともに重要な難点であ

ると患われるが，それは，大内氏が，ユンカ一等の資本家的農業経営の f解

体ー縮小Jさと自明の前提とされ，あらかじめ綾業間勝の対象から主主怒されて

しまっ丈こことの，

ツのこの時期の

るものとして

であると共に結果でもあるのである。これでは， ドイ

詞体がよくはわからなくなり，従って，それに対処

も明確にならないのも，むしろ当然であろ

う。大内氏が，農業保護開税は「給巣においては…ぃ・ニエンカ…経営会発展さ

せるに十りうるほどの高値格は維持で、きなかったJ(潟261頁)，と適当に推離

をして済されてしまっているのも，ただ残;念だという以外にはないので、あ

る。

注〉大内氏主主 、てきゑ激tこ小差義Eとが没蒸し窮

践活動会必然にし，

ときに，そしてそのいみでブルジョア的支配体制の脅威となるときに，はじめて

それは農業危機となるのであるJ(u農業恐慌j291笈)といわれている。農業恐
慌と幾業危機の以上のような機念区分をわれわれもいすうおう認めることができ

る。ぞうすると， ドイツにおいては，農産物の下落日震設業恐慌の結果，

はいわば政治的活発化によって，思議定体制の動揺なし、し危機をもたらしたので達う

るから，長設業恐慌は猿ちに幾業危機に俄ならなかったわけである。「溺語支社会友

緩Jが[淡水主義体絡を否定する運動の…華棄をなずJとしうるならば。だがとも



帝国主義段階と農業問題河西 31 (625) 

かくもドイツの農業恐慌の特殊的な意義は，こうした「農業危機」を考慮しなけ

れば，十分解明しえない問題なのであって，両者が大内氏のいわれるように裁然

と区別しうるものかどうかは，疑問として措きたい。

6 農業関税政策の歴史的意義

ドイツにおいては，農業恐慌の過程を通じて，穀物関税に保護されて，土

地改良の推進，農業機械の導入，化学肥料の使用などによる，農業投資が飛

躍的に増大したことによって，穀物生産は著しく発展した。そしてこの場合

における資本蓄積，生産増大の主要な担い手がユンカーであったことは否定

しえないところであった。「ユンカー地帯はドイツの主要な穀作地帯，とりわ

けライ麦の主要な生産地帯であり…-その絶対量の大いきいこともさるこ

とながら，その生産の上昇においても，小農地帯より，ヨリ大きな上昇を示

したJ(高橋精之「第一次世界大戦に至るドイツ穀物関税政策の推移とその意

義Jr土地制度史学』第十八巻32頁〕のである。しかも，穀物のヘクタール当
りで、みた収穫高は，r他の国を追い抜いてしまった」のである。「集約的中・小

経営の典型国であった」フランスと，r人口に比して相対的にわずかな土地し
か有していないJオーストリア・ハンガリアが，この点で， ドイツの後方に

立ってしまったことは，rドイツのエネルギーと技術革新を特に目立たせる」
(A. Sartorius v. Waltershausen， Deutsche Wirtschaftsgeschichte S 457) 

事態であった。馬鈴薯や甜菜，畜産一一これらはむしろ中・小農民層が主要

な生産者であるが一ーについても同様に生産の増大と，国際的な競争力の強

化が達成された。ドイツ農業のこうした発展は，輪作技術の発達や，また農

業と火酒や砂糖の生産との結合といった， r農業の工業化J(カウツキー〉と
によってもたらされたものであるから，全体として有機的な連関をもつもの

であった。かくしてハウスホープァーは次のごとくいう。つまり「ドイツは

その農業において，第一次大戦にはいる前に，いまだかつてなかったよう

な，また他のどのヨーロッパ諸国にもないような生産装置をもっていたので

ある。ダーデ教援が一九一二年当時の熱狂の中で<自然科学の深化によって
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……機誠工学分野での数多くの発明によって， ドイツ農業は今日現らかにこ

の地球上の全文鰐鶏欝の最先端にある>とのベた時，それはゆえなき思いあ

がりではなかったo.J(前掲232頁)と。

苦言って，ユンフコー的資本家的経営を始め農民経営も含めて， ドイツ

は全棒として，農業関税のもとで，農業技術の進歩による

の典型的実現によって，一一勿論， ドイツ工業主主控室カの世界市場における

配的地位の確立による世界約な「大不況」の克壊と，アメリカ農産物が多か

れ少かれ内議にむけられるようになったことなどによって，愛媛品の価格が

好転したという，いわば外的条件もさることながら一一少くともニ十世総初

室長に至るまでに試，農業危機から脱却することができた。そしてその後は

「その驚くべき好況を持続することさえできJ(G.ジュトノレパー他蓑，坂井

栄八郎訳代ドイツ経済史J23頁〉たのである。

だがこのことは，燥業問題が単に解決ないし解治されたという

く不十分な新たな事態の到来を意味した。それはこういうことである。九0

年代後浮から第一次大戦に至るまでの「輸入証明繋鱗度」は，穀物関税が，

穀物の隠内側格を際欝{函格よりも引上汗，その生産の増大をえ事j激する一方

で，それによって，輸出も れ価格を押し下げる穀物の渦剰生産がもた

らされる，というディレン?な，実費約な奨動金による検出誕遂によって，

解決ーしようとするものであったのだからそれは，この関税制度にとっては欠

かすこよのできないものであった。実捺にこの間制度の相笈補完的な機能に

よって，穀物の生産と輸出は著しく伸長L，東ドイツのその価格水準は，ほ

ぽ関説額だけ国擦水準より高い西ドイツ市場の価格に接近し，また輸入関税

から得られる財設収入に相当する額を，生産者〈ユンカ-)ないし輸出業者

が，護識的補助金として取得することができた。そしてこのことは，穀物関

税政策が十九世紀末葉のように，いまだ悶際的な競争力者f持ちえないドイツ

るというだけの了訪衛的なものjから，

産力を不畿に他濁に先んじ も，そのことによって生じた過輯な

生産カを対外的に処頭ずるものとしてJ外国への穀物輸出を奨励するという
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攻撃的なものへとその性格を転化J(高橋前掲36頁〉したことを意味したので

ある。

まさに二十世紀初頭において農業関税は，ユンカー的大土地所有にとって

は，ちょうど工業関税がカノレテル関税として重工業独占体にとってもつ意、味

と同じように，内外にたいして独占的な利益を保証するもの，となったので

あった。それ故に両者は共に「帝国主義的関税の典型をなすものJ(宇野弘蔵

『経済政策論』改訂版 237頁〉となったと¥，、し、うるのである。かくして実

は， ドイツ資本主義において十九世紀末に深刻となった農業危機=農業問題

は，だいたい二十世紀に入ると共に，帝国主義的に現実的に解決されたとい

わなければならないであろう。

ここにおいてはまさに，r-カルテル化産業と大土地所有のための保護関税は

本質的に独占であって，それは労働者大衆の生産物を直接に生産過程で、自己

のものとするばかりでなく，精巧な，意識的な，組織的な循環過程への支配を

とおして利潤搾取に役立てる最強力な搾取手段となっている J(降旗節雄著，

『帝国主義論の史的展開Jl117頁〉のである。ヒルファディングが， r金融資
本の発展は，保護関税の機能変化によって，この〔農業と工業との…-・引用

者〕対立を解消させ，大土地所有とカルテル化重工業との新たな利益共同

をつくりだすJ(前掲 122頁〉というとき，彼は保護関税のこのような「本質

的に独占」的な性格が，両者の「新たな利益共同をつくりだす」ことを確認

していたのである。それは大内氏の解釈とは全く異って， 1879年のいわゆる

ピスマルク関税について，rそこには，地主階級と独占資本との政治的な抱合
の姿がきわめて鮮かにつくりだされ」た，という[事実」を， r鋭く指摘J(r序
説Jl244頁〉したのではなかった。こうした誤解は，氏が，保護関税をめぐる

「大土地所有J(農業〕と「カルテノレ化重工業J(工業〉との関係が，十九世紀

末葉と二十世紀初頭とでは，本質的に異なっていることに，ほとんど無自覚

であり，それを単に，r工業側と農業側との利害の対立と妥協J(同245頁)と

して，現象的に把握されていることによるのである。だが，少くとも1902年

の新関税法をめぐる事態については，大内氏のように，r本格的に独占体制を
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確立したドイツの金融資本は，カノレテノレのいっそうの強化を必要としたが，

それにはユンカーをさそいこんで，農業保護関税と拘きあわせにそれを実現

することがどうしても必要であったJcr序説~ 245頁〉といった，経済学的に

はほとんど意味のない規定をもってすますわけにはし、かなし、。

このいわゆるビューロー関税は，農業関税の強化を中心としていたことは

明らかであり，穀物価格の好転がみられたにもかかわらず，九十年代後半に

ますます激化した「農業者同盟」による高率保護関税の要求に対する，金融

資本の側からの直接的には政治的な妥協を示すものに他ならなかった。だが

そのことの本質的な意義は，十九世紀末葉における関税政策をめぐる，農業

と工業との経済的対立一一これは八十年代には，政治的な妥協をもたらした

が，九十年代においては，工業の著しい発展によってさらにいっそう激化し

たために，農業関税の引下げが余儀なくされたーーとして実際的にはあらわ

れた， ドイツ資本主義の農業問題が，帝国主義的関税政策における「大土地

所有とカノレテノレ化重工業との新たな利益共同」の形成によって，現実的に解
注1)

決されたことが客観的に示されている点にある。

つまり，既に組織的独占体を確立した重工業にとっては，農業関税の引上

げも，工業関税が「充分な高さに決定されていさえすれば，これから生ずる

特別利潤によって償われた上に，なお充分に大きな特別利潤が残ったから」

「たし、した意義をもたなかったJCヒノレファディング前掲59頁〉が，そればか

りではない。農業保護関税は，一方では先に述べたように，世界的に最先端

をいくような農業生産力を実現し，その不断の高度化を促進する機能を果た

すと共に，他方では，rより高価格での自給原則，より低い消費者価格を期待
しての世界経済分業への完全な編入，のいずれの原則も一方的に貫徹する」

ものではなかったのである(ハウスホーファー前掲231頁〉。それ故に，ユン

カー等の大土地所有の独占性の強化も，金融資本化を実現した資本主義にと

って，なお許容しうる範囲内に制限されていた，と言わねばならなし、。この

意味で工業関税と共に農業関税もこの時期には， r経済的力をして直接政治
的力に転化せしめる」ものであった，といえるのである。
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十九世紀末葉においては言うまでもなく，こうした意味で、の「利益共同」の

形成の諸条件はまだ未成熟であって，従って，資本主義的工業の急速な発展

にともなう，ユンカー経営の危機に対する農業関税をめぐる農工聞の対立や

かけ引きは，当然のことであった。そしてこの農工対立は，パノレヴスやカウ

ツキーなどの社会民主党のイデオローグが，イギリスの十九世紀中葉の場合

をモデノレにして想定したように，一切の関税の撤廃によって，すなわち自由

主義的に現実的に解決されうるものではもはやなかったのである。それは，

歴史的には関税政策によって，つまり帝国主義的に現実的に解決される以外

にはなかったし，実際にそうだったのである o

かくして穀物関税政策とは， ドイツにおいては，資本主義の発展自体が生

み出した一一農業生産力の主要な担い手であるユンカー経営および農民経営

が陥入った危機として，またこの経営危機に対する国家的保護の是非をめぐ

る農工対立として，実際には現われた一一農業問題を，帝国主義的に現実的

に解決するものであったということにおいて，始めてそれに対する論証と批
注2)

判は与えられうるのである。

注1)資本主義にとって農業問題とは，r農業が資本家的生産にとって適合的でない生産
部面であるということ」つまり「①土地を主要生産手段とすること」および②

自然を生産手段とするということに附随する，生産過程の特殊性」によって，r資
本主義的生産方法が農業を資本主義的に処理しえないこと」にもとづく〔降旗「宇

野理論と現代資本主義分析の方法」前掲307頁)0r勿論『資本論』のような原理
論では，農業もまた完全に資本主義的に経営されるものとして，資本家的原理を

明らかにする方法を採らざるを得ないのであるが，実際上は決して資本主義に農

業問題を解決し得る力はなかったのである。それはしかし現実的にも一応の解決

もなし得ないというのではなしう。(宇野『社会科学の根本問題~ 86頁〉。従って資

本主義がまず工業部面をとらえて急速に発展することになると，なるべく安価な

食糧を必要とする資本主義としては，白国の農業の資本主義化による農業生産力

の上昇を待つよりも，外国農産物の輸入を有利とすることになるから，農業関税

をめぐる農工対立は当然に生じる。つまり農業問題は現実的には，農業関税をめ

ぐる農工対立として現われる。だからまたその「現実的解決」も，最終的に農業

関税が資本主義的にいかに取扱っかわれるかによって，客観的に示されることに
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なるのである。

注2)農民経営は，主に園内市場向けに農産物を供給したといっても，彼らは，甜菜糖

のための原料供給等を通じて，世界市場に対しても密接な利害関係を有してい

た。甜菜糖は，世界市場において植民地の甘煎糖と競争関係にあり，十九世紀末

葉はその圧迫を受けて， ドイツ糖業は危機におちいる程であったo だが二十世紀

に入るころまでには， ドイツ糖業は甜菜栽培を始めとする砂糖生産の急速な合理

化一一この点でも，他国を決定的に凌駕していたーーによって，甘煎糖と十分立

ち打ちができるようになった。 1902年のブラッセノレ砂糖協定は，そのことを明確

にした。つまりそれは，世界各国の協定によって，関税政策以外の輸出補助金そ

れに対する相殺関税等による国家の保護を撤廃することをとりきめ，世界糖業の

「新秩序」を形成したが，そのもとで第一次大戦までは，甜菜糖と甘煎糖は世界

砂糖生産を半分づっ分けあい，生産者は共にかなりの好景気にめぐまれた。そし

てドイツの甜菜糖は，他国の甜菜糖をおさえ，また甘熊糖に対抗しつつ，圧倒的

にイギリス市場に輸出されていたのである。このことは二つのことを意味する。

つまり第ーに， ドイツの糖業はもちろん，カルテル・シンジケートによる組織的

独占体としての金融資本〔ユンカーやその組合も含めて〉によって担われ，農民経

営はそれに原料としての甜菜を供給したから，勿論，両者は対立関係にもあった

が，特に対外的な関税政策やダンピング輸出においては，利害の一致も当然あっ

た。従って農民はやはり，直接的にも帝国主義政策と密接な利害関係を有してい

たといえる。第二十こ，例えば大内氏はし、う。つまり「帝国主義諸国の後進国にた

し、する資木輸出が，反面においてJr植民地ないし半植民地化された後進厨」に
「農産物輸出を強制する必然性をつくりだしそれが農業恐慌を世界的に激化さ

せる作用をもっといった関係」ができる。そして「こうしづ形で，いわば世界の

両極〔帝国主義国の農民と後進国の農民・…ー引用者〕に農業問題cr彼らが窮乏と
飢餓のどん底」につきおとされること……引用者〕がっくりだされ，深化される

ところに，この〔帝国主義……引用者〕段階の，また農業に特有の，問題があっ

たといってし、L、。Jcr序説Jl 127頁〉と。しかし大内氏のこのいわゆる「農業問題
の世界性JC同〉も，少くともそれをもっとも端的に示すーーというのは一般的に
農産物ではなくて，砂糖こそ世界市場商品であるから一一l世界糖業に関しでも，

帝国主義段階として一般的に言うことはできないのである。十九世紀末葉ないし

特に第一次大戦後についてならばそれは重大な問題となるのだが。つまり第一次

大戦までの二十世紀初頭では，糖業も世界的に好況であり，r帝国主義国の農民」
も「後進国の農民」も，それを十分に享受することがで、きたので、ある。しかもド

イツの糖業は，高度な甜菜栽培技術によって，また農業と工業との有機的結合に

よって，決して植民地の甘煎糖にたし、して生産費等で劣るもので、はなかった。農

民経営はここでも高度な農業生産力を実現していたわけで、ある。
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なお附言しておけば，rプロイセン協同組合中央金庫」の設立などの独自な農民
政策も，関税政策としての一般的な農業保護によって，支えられていたことは，

容易に推測しうることであろう。そして，この帝国主義の典型期に，この f中央

金庫」がし、かなる役割をはたし，また大内氏のいわゆる「農民経営と資本主義と

の矛盾」なるものが，実際には，し、かなるものであったかは，次の叙述からも，

ある程度うかがわれるであろう。つまり「対人信用の領域に於ける諸関係が極め

て健全であったことは，特に協同組合的対人信用の殆んど全部が，組合自身の預

金から支弁することが出来たので，政府の手によって組合の資金供給の為に備え

られた資金 cr中央金庫」…・・引用者〕は，単に資金需要の最大なる時期の調整
を可能ならしめる為に必要であったに過ぎ、なかったという点で，明瞭であった。J

(タールノ、イム著，橋本元訳『ナチス農業政策Jl91頁〕と。

むすび

大内氏は，ユンカ一等の資本家的農業経営は，単に「解体し縮小」するも

のとして，それを農業問題と関連づけることを失念された。また氏におい

て，農業問題が農民問題に解消されてしまったことは，同時に実際にはドイ

ツ資本主義の発展に固有な経済問題としての農業問題が，社会問題として一

面化され，または暖昧に処理されることに他ならなかったρ こうして大内氏

は，ユンカ一等の大土地所有に基づく穀物関税政策が，金融資本による帝国

主義諸政策と，いかなる関連にあるかを十分には解明することができなかっ

た。むしろそれは，本質的には「社会政策の一環」であるとされ，経済政策

としてはその経済的分析は，決して突っ込んだものとはならなかったのであ

る。

従って氏にあっては結局， ドイツ帝国主義における大土地所有を始めとす

る農村諸階級の位置については，極めて不明確なものとなっている。われわ

れの若干の分析によれば，ユンカ一等が金融資本と並んで、それをいわば補足

する，関税政策を基軸とする帝国主義政策の主体であることは十分明らかで

ある。ユンカーに指導されるものとしての農民層についても，帝国主義から

完全に免罪されることには，決してならないであろう。労働者階級が， ドイ

ツでは，排外主義・帝国主義から免れ得なかったことと同様に。そしてまさ



38 (632) 済学研究第23巻気~4 与す

に，この典型的な帝国主義政築の狭間によって，農業問題は既に過去のもの

となったので、ある。だから，大内氏めように p 帝国主義段議全，直接的に農

業関踏の深刻化によってもまえ蒸し批判jしうるとするならば，それがイデオロ

ギー的なものとならざる合えなくなり，-:1:たかえってむしろ，

間:主義的政策としての意義を，明擦にすることが℃ぎなくなるのも

ったといえよう。 る

によってではなし金融資本に基づく る論証言ヒ補足するゑの

でなければならなかったので、あるC

ともかくこの大内氏の操業譲識が，われわれが主に検討た加え

しても，はたして f資本主義の発展段揺におうじた農業の霊長覇を段階論と

して解明しえた序説~ 281支〉こことになるかどうか，またそれが

懇の現状分析Jのための「予備的な昨議jとして， J盟論{手J0こ言きめうるものか

どうカサま， は

われわれは，

らないo

，つまりあく支で自

といっても，その孫恕はある程度否定しつつーーによって，

したということが，その帝IE主義段階の段措としての内突をな

す，と考えるのである。だがこうした意味での農業の段階論的解明が，

部にはいかにして，第一次大戦後やJ甑家独占資本主義Jの農業鍔題の分析

のためのf方法的基準」をなすかは，さらにいっそうの研究合待たなければな

らない。ここでは単に，おそらく，第一次大戦後は3をみ主義が農業問題を帝

も解決し得なくなったが放に，それは富接的に国家が介入売さぎる

をえない程の，緩めて深刻な問題となってきたということ，そここにまた

的帝欝主義とは質的に異なった，資本主畿の新たな霊史的展開を鋭定するひ

とつの要問があることを，そのような解決の諸条件がま かった十九

る と対比しつつ，消極的に言いうる ぎな

いのである。

(1973主ド9)ヲ〉
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